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報告第１号 
 

   平成２４年度決算に基づく泉南市健全化判断比率について 

 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定により、平成２４年度決算に

基づく泉南市健全化判断比率を監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 

 

 

平成２４年度決算に基づく泉南市健全化判断比率 

（単位：％） 

※ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は赤字額がないため「－」と記載している。 

※ 本市の早期健全化基準を括弧内に記載している。 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

― 

（１２．９９） 

― 

（１７．９９） 

８．８ 

（２５．０） 

   １４４．７ 

  （３５０．０） 
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泉南監報告第１１号 
平成２５年８月１４日 

泉南市長 向 井 通 彦 様 
 

泉南市監査委員  齋 藤 一 夫 
泉南市監査委員  森   裕 文 

 
平成２４年度泉南市財政健全化判断比率審査意見について 

 
 平成２４年度の泉南市財政健全化判断比率を地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により審査し、

同条第２項により決定したので、その結果について次のとおり意見を提出します。 
 

平成２４年度泉南市財政健全化判断比率審査意見書 
 
１ 審査の概要 

 この審査は、市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令等に基づき適

正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 
 
２ 審査の結果 

⑴ 総合意見 
 審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成され

ているものと認められる。 
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 いずれの比率も早期健全化基準未満であり、「財政健全化計画」策定を要しない。 
（単位：％） 

健全化判断比率 平成２３年度 平成２４年度 早期健全化基準 
①実質赤字比率 － － １２．９９ 
②連結実質赤字比率 － － １７．９９ 
③実質公債費比率 ９．９ ８．８ ２５．０ 
④将来負担比率 １６６．１ １４４．７ ３５０．０ 
※「－」は実質赤字額・連結実質赤字額がないことを示す。 

  
⑵ 個別意見 

① 実質赤字比率について 
 平成２４年度の実質収支は黒字であるため、実質赤字比率は算定されない。 

② 連結実質赤字比率について 
 平成２４年度の連結実質収支は黒字であるため、連結実質赤字比率は算定されない。 

③ 実質公債費比率について 
 平成２４年度の実質公債費比率は８．８％となっており、早期健全化基準の２５．０％未満である。 

④ 将来負担比率について 
 平成２４年度の将来負担比率は１４４．７％となっており、早期健全化基準の３５０．０％未満である。 

 
⑶ 是正改善を要する事項 

 特に指摘すべき事項はない。 
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報告第２号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市下水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率について 

 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、平成２４年度大阪

府泉南市下水道事業特別会計決算に基づく資金不足比率を監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 
 

平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
 

平成２４年度決算に基づく資金不足比率 
（単位：％） 

特別会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 備  考 

下水道事業特別会計 － ２０．０ 
地方公共団体の財政の健全化に関する法

律施行令（平成 19 年政令第 397 号）第

17 条の規定により事業の規模を算定 
 ※資金不足額がないため「－」と記載している。 
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泉南監報告第１３号 

平成２５年８月１４日 

泉南市長 向 井 通 彦 様 

 

泉南市監査委員  齋 藤 一 夫 

泉南市監査委員  森   裕 文 

 

平成２４年度泉南市下水道事業特別会計資金不足比率審査意見について 

 

 平成２４年度の泉南市下水道事業特別会計における資金不足比率を地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第

１項の規定により審査し、同条第３項により決定したので、その結果について次のとおり意見を提出します。 

 

平成２４年度泉南市下水道事業特別会計資金不足比率審査意見書 

 

１ 審査の概要 

 この審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令等に基づき適正

に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 

２ 審査の結果 

⑴ 総合意見 

 審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されてい

るものと認められる。 
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記 

（単位：％） 

比 率 名 平成２３年度 平成２４年度 経営健全化基準

資金不足比率 ― ― ２０．０ 

※「―」は資金不足額がないことを示す。 

 

⑵ 個別意見 

 平成２４年度は資金不足額がないため、資金不足比率は算定されない。 

 

⑶ 是正改善を要する事項 

 特に指摘すべき事項はない。 
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報告第３号 
 

   平成２４年度泉南市水道事業会計決算に基づく資金不足比率について 

 
 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、平成２４年度泉南

市水道事業会計決算に基づく資金不足比率を監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 
 

平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
 

平成２４度決算に基づく資金不足比率 
（単位：％） 

会計の名称 資金不足比率 経営健全化基準 備  考 

水道事業会計 － ２０．０ 
地方公共団体の財政の健全化に関する法

律施行令（平成 19 年政令第 397 号）第

17 条の規定により事業の規模を算定 

 ※資金不足額がないため「－」と記載している。 
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泉南監報告第１２号 
平成２５年８月１４日 

泉南市長 向 井 通 彦 様 
泉南市監査委員  齋 藤 一 夫 
泉南市監査委員  森   裕 文 

 
 

平成２４年度泉南市水道事業会計資金不足比率審査意見について 
 
 平成２４年度の泉南市水道事業会計における資金不足比率を地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の

規定により審査し、同条第３項により決定したので、その結果について次のとおり意見を提出します。 
 

平成２４年度泉南市水道事業会計資金不足比率審査意見書 
 
１ 審査の概要 

 この審査は、市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、法令等に基づき適正

に作成されているかどうかを主眼として実施した。 
 
２ 審査の結果 

⑴ 総合意見 
 審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されてい

るものと認められる。 
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記 

（単位：％） 
比 率 名 平成２３年度 平成２４年度 経営健全化基準

資金不足比率 ― ― ２０．０ 
※「―」は資金不足額がないことを示す。 

 
⑵ 個別意見 

 平成２４年度は資金不足額がないため、資金不足比率は算定されない。 
 

⑶ 是正改善を要する事項 
 特に指摘すべき事項はない。 
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議案第１号 
 

   泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 
 次の者を泉南市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３

項の規定に基づき、議会の同意を求める。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
 住    所    泉南市岡田三丁目６番１６号 
氏    名    湊  聡 美（みなと さとみ） 
生年月日    昭和２８年２月１８日 
職    業    行政書士 

 
提案理由 
湊聡美氏は、平成２５年１１月３０日をもって任期満了となるが、泉南市固定資産評価審査委員会委員として最適任者と

認め再任したいので、提案するものである。 
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議案第１号参考 
 
湊 聡 美 氏 経歴 

 
 昭和５０年 ３月  四天王寺女子大学 卒業       
 同 ５０年 ４月  阪南市立波太小学校教諭 
 同 ５８年 １月  行政書士試験合格 
 同 ６１年 ４月  泉南郡岬町立深日小学校教諭 
 平成 元年 ３月  泉南郡岬町立深日小学校退職 
 同  元年 ４月  江口行政書士事務所入所 
 同 １２年 ３月  江口行政書士事務所退所 
 同 １２年 ８月  湊行政書士事務所開設（現在に至る。） 
 同 ２４年 ３月  泉南市固定資産評価審査委員会委員に就任（現在に至る。） 
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議案第２号 
 

   泉南市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 
 次の者を泉南市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３

項の規定に基づき、議会の同意を求める。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
 
 住    所    泉南市男里五丁目４番１５号 
氏    名    岩 本  正 美（いわもと まさみ） 
生年月日    昭和２５年６月１１日 
職    業    無職 

 
提案理由 
岩本正美氏は、平成２５年１０月８日をもって任期満了となるが、泉南市固定資産評価審査委員会委員として、最適任者

と認め再任したいので、提案するものである。 
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議案第２号参考 
 
岩本 正美 氏 経歴 

 
 昭和４４年 ３月  岸和田市立産業高等学校卒業       
 同 ４５年 ４月  泉南町職員 
 同 ４５年 ７月  泉南市職員（市制移行による。） 
 平成１９年 ４月  泉南市選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会参事 
 同 ２２年 ４月  公平委員会参与 
 同 ２３年 ３月  泉南市退職 
 同 ２４年 ６月  泉南市固定資産評価審査委員会委員に就任（現在に至る。） 
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議案第３号 

 

延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 

 延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のように定める。 

 

  平成２５年９月５日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 

 

提案理由 

 現在の低金利の状況を勘案し、市税に準じて、延滞金の割合を引き下げる特例措置を行うため、本条例を提案するもので

ある。 
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泉南市条例第 号 

 

延滞金の割合の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例 

 

（泉南市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第１条 泉南市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年泉南市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２条を次のように改める。 

（延滞金の割合の特例） 

第２条 当分の間、第６条第１項に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同

項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第

２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。）が年７．３パーセントの割合に満

たない場合には、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセ

ントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセ

ントの割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合）とする。 

（泉南市介護保険条例の一部改正） 

第２条 泉南市介護保険条例（平成１２年泉南市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 附則に次の１条を加える。 

（延滞金の割合の特例） 

第５条 当分の間、第９条に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同条の規

23



定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の

規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。）が年７．３パーセントの割合に満たない

場合には、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの

割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの

割合を超える場合には、年７．３パーセントの割合）とする。 

（泉南市土地改良事業分担金条例の一部改正） 

第３条 泉南市土地改良事業分担金条例（平成８年泉南市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を加える。 

（延滞金の割合の特例） 

２ 当分の間、第６条に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同条の規定に

かかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定

により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合

には、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合

を超える場合には、年７．３パーセントの割合）とする。 

（泉南市農用地整備事業負担金等の徴収に関する条例の一部改正） 

第４条 泉南市農用地整備事業負担金等の徴収に関する条例（平成１０年泉南市条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を加える。 
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（延滞金の割合の特例） 

２ 当分の間、第６条に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセントの割合は、同条の規定に

かかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定

により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。）が年７．３パーセントの割合に満たない場合

には、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６パーセントの割合にあっては当該特

例基準割合適用年における特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パーセントの割合

にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合

を超える場合には、年７．３パーセントの割合）とする。 

（泉南市下水道事業受益者負担等に関する条例の一部改正） 

第５条 泉南市下水道事業受益者負担等に関する条例（平成５年泉南市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を加える。 

（延滞金の割合の特例） 

２ 当分の間、第１０条に規定する延滞金の年１４．５パーセントの割合及び年７．２５パーセントの割合は、同条の規

定にかかわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の

規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。）が年７．２５パーセントの割合に満たな

い場合には、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．５パーセントの割合にあっては

当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年７．２５パーセントの割合を加算した割合とし、年７．２５パーセ

ントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．２５パー

セントの割合を超える場合には、年７．２５パーセントの割合）とする。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の泉南市後期高齢者医療に関する条例附則第２条、泉南市介護保険条例附則第５条、泉南市土地改良事業分担金

条例附則第２項、泉南市農用地整備事業負担金等の徴収に関する条例附則第２項及び泉南市下水道事業受益者負担等に関

する条例附則第２項の規定は、延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期

間に対応するものについては、なお従前の例による。 
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議案第４号 

 

平成２５年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第３号） 

 

 平成２５年度大阪府泉南市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９４，５３７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２７，７９９，７０５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  平成２５年９月５日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 
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第２表　地方債補正

１  追加

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 左のうち 備 考

据置期間

　　千円 年％以内 年以内 年以内

年賦又は半年賦、元利 左記の条件の範囲内において借

保育所整備事業 4,800 普通貸借 ６ 政　府 均等償還若しくは元金 入先に融通条件がある場合は、

(証書借入) （ただし、利率見直し方式 大阪府 25 3 均等償還又は満期一括 その条件に従うことができる。

又　　は で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構 償還 また、財政の都合により、償還

証券発行 地方公共団体金融機構資金 銀　行 期限及び据置期間を短縮し、又

について、利率の見直しを その他 は繰上償還若しくは低利に借り

行った後においては当該見 換えることができる。

直し後の利率）

償 還 の 方 法

資 金 区 分 償還期限 償 還 方 法 そ の 他
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平成２５年度 

 

大阪府泉南市一般会計補正予算（第３号）事項別明細書 
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その他の

手　　当
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

長　等 2 17,043 6,759 512 48 24,362 4,460 28,822

議　員 18 104,256 41,216 145,472 56,286 201,758

その他の
特別職

941 63,244 63,244 63,244

計 961 167,500 17,043 47,975 512 48 233,078 60,746 293,824

長　等 2 17,043 6,759 512 48 24,362 4,778 29,140

議　員 18 109,170 42,542 151,712 56,286 207,998

その他の
特別職

941 63,244 63,244 63,244

計 961 172,414 17,043 49,301 512 48 239,318 61,064 300,382

長　等        △ 318 △ 318

議　員  △ 4,914  △ 1,326   △ 6,240  △ 6,240

その他の
特別職

         

計  △ 4,914  △ 1,326   △ 6,240 △ 318 △ 6,558

給　　与　　費　　明　　細　　書

１．特別職

区　　　　分 職員数

給　　　　　　与　　　　　　費

共済費 合　計 備　　　考
報酬

その他の手当
通勤手当　　 48千円

期末手当 地域手当 計

補正後

給料

比　 較

補正前

その他の手当
通勤手当　　 48千円
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２. 一  般  職

（１）  総  括

給　料 職員手当等 計

人 千円 千円 千円 千円 千円

470 1,723,240 1,160,585 2,883,825 585,485 3,469,310

475 1,736,898 1,072,695 2,809,593 615,893 3,425,486

△ 5 △ 13,658 87,890 74,232 △ 30,408 43,824

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

53,870 53,220 35,018 11,741 60,495 25,843 8,980 26,920 409,885

55,948 53,864 34,080 14,460 60,495 27,970 8,980 29,680 417,701

△ 2,078 △ 644 938 △ 2,719 0 △ 2,127 0 △ 2,760 △ 7,816

千円 千円

209,366 265,247

213,299 156,218

△ 3,933 109,029

職員手当等
の内訳

区  分

補正後

補正前

比  較

特殊勤務手当扶養手当 住居手当 児童手当管理職手当地域手当 超過勤務手当 期末手当

比  較

区  分

補正後

補正前

勤勉手当 退職手当

通勤手当

比　較

区  分 共済費 合   計職員数

補正後

補正前

給　　　与　　　費
備　　　　　　　　考
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（２）給料及び職員手当等の増額の明細

区  分 増減額 説                明

千円 千円 その他職員

給　　料 △ 13,658 人事異動に伴う増減分 △ 13,658 人事異動による増減 （教育長含む）
補正後 371人 98人 1人 470人

補正前 373人 101人 1人 475人

比 　較 △2人 △3人 － △5人

職員手当等 87,890 人事異動等に伴う増減分 △ 21,139 人事異動等による増減 扶養手当 △ 2,078 千円

地域手当 △ 644 千円

管理職手当 938 千円

退職者の増加に伴う増額分 109,029 早期等退職者の増加 住居手当 △ 2,719 千円

通勤手当 △ 2,127 千円

児童手当 △ 2,760 千円

期末手当 △ 7,816 千円

勤勉手当 △ 3,933 千円

退職手当 109,029 千円

増減事由別明細 備      　　　  考

職員の異動状況 一般職員 任期付職員 計
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（単位：千円）

前 年 度 末当 該 年 度 中当 該 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 中当 該 年 度 末

現 在 高 見 込 額起 債 見 込 額現 在 高 見 込 額現 在 高 見 込 額起 債 見 込 額現 在 高 見 込 額

1. 11,694,478 6,867,600 17,064,154 11,656,879 6,872,400 17,031,355

(1) 土 木 6,626,542 144,700 6,132,512 6,567,542 144,700 6,073,512

(2) 農 林 水 産 414,369 13,900 312,738 436,869 13,900 335,238

(3) 教 育 1,478,130 1,342,197 1,493,631 1,357,698

(4) 公 営 住 宅 464,571 11,600 429,365 462,771 11,600 427,565

(5) 民 生 340,438 317,821 316,038 4,800 298,221

(6) 衛 生 964,786 46,500 944,147 964,786 46,500 944,147

(7) 総 務 1,114,923 6,607,900 7,279,517 1,114,923 6,607,900 7,279,517

(8) 消 防 290,719 43,000 305,857 300,319 43,000 315,457

2. 18,440 18,420 18,740 18,720

(1) 土 木 18,400 18,400 18,700 18,700

(2) 農 林 40 20 40 20

3. 193,989 13,600 197,934 191,989 13,600 195,934

(1) 一 般 会 計 出 資 債 193,989 13,600 197,934 191,989 13,600 195,934

4. 737,272 568,166 737,271 568,165

(1) 住民税等減税補てん債 737,272 568,166 737,271 568,165

5. 105,759 83,552 105,759 83,552

(1) 臨 時 税 収 補 て ん 債 105,759 83,552 105,759 83,552

6. 8,517,546 1,607,600 9,254,537 8,517,546 1,607,600 9,254,537

(1) 臨 時 財 政 対 策 債 8,517,546 1,607,600 9,254,537 8,517,546 1,607,600 9,254,537

7. 1,560,760 1,454,380 1,560,760 1,454,380

(1) 退 職 手 当 債 1,560,760 1,454,380 1,560,760 1,454,380

22,828,244 8,488,800 28,641,143 22,788,944 8,493,600 28,645,943計

普 通 債

災 害 復 旧 費

一 般 会 計 出 資 債

住 民 税 等 減 税 補 て ん 債

臨 時 税 収 補 て ん 債

臨 時 財 政 対 策 債

退 職 手 当 債

地方債現在高の補正調書

補 正 前 の 額 補 正 後 の 額

区 分
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参   考

款   別   現   計   予   算   表
１．歳       入

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 市　　　税                                          8,707,207     8,707,207  31.3

(2) 地方譲与税                                            140,800       140,800   0.5

(3) 利子割交付金                                           20,000        20,000   0.1

(4) 配当割交付金                                           21,200        21,200   0.1

(5) 株式等譲渡所得割交付金                                  3,300         3,300 －

(6) 地方消費税交付金                                      626,300       626,300   2.3

(7) ゴルフ場利用税交付金                                   52,200        52,200   0.2

(8) 自動車取得税交付金                                     59,300        59,300   0.2

(9) 地方特例交付金                                         48,300       △3,725        44,575   0.2

(10)地方交付税                                          2,505,448        38,743     2,544,191   9.1

(11)交通安全対策特別交付金                                 12,460        12,460 －

(12)分担金及び負担金                                      246,075       246,075   0.9

(13)使用料及び手数料                                      370,024       370,024   1.3

(14)国庫支出金                                          3,576,717        10,567     3,587,284  12.9

(15)府支出金                                            1,698,376        17,313     1,715,689   6.2

(16)財産収入                                               28,878        28,878   0.1

(17)寄　附　金                                             11,320        11,320 －

(18)繰　入　金                                            470,600       470,600   1.7

(19)諸　収　入                                            217,863         4,766       222,629   0.8

(20)市　　　債                                          8,488,800         4,800     8,493,600  30.6

(21)繰　越　金                                            422,073       422,073   1.5
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（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

歳     入     合     計    27,305,168       494,537    27,799,705 100.0
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２．歳       出

（単位：千円・％）

款 現 計 予 算 額 今 回 予 算 額 計 比     率

(1) 議　会　費                                            278,638         9,666       288,304   1.1

(2) 総　務　費                                          8,370,978       107,233     8,478,211  30.5

(3) 民　生　費                                          9,600,498        30,366     9,630,864  34.7

(4) 衛　生　費                                          1,569,880      △21,982     1,547,898   5.6

(5) 農林水産業費                                          121,048         △774       120,274   0.4

(6) 商　工　費                                             58,751       △3,685        55,066   0.2

(7) 土　木　費                                          1,542,764       △5,191     1,537,573   5.5

(8) 消　防　費                                            814,407       814,407   2.9

(9) 教　育　費                                          1,660,371      △14,437     1,645,934   5.9

(10)公　債　費                                          3,150,583     3,150,583  11.3

(11)諸支出金                                              117,250       393,341       510,591   1.8

(12)予　備　費                                             20,000        20,000   0.1

歳     出     合     計    27,305,168       494,537    27,799,705 100.0
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議案第５号 
 

   平成２５年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 
 平成２５年度大阪府泉南市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，７１４千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
８，４７４，４３４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

 

1.   歳     入

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(8) 繰　入　金       640,632         △557       640,075

 

 1)他会計繰入金       640,632         △557       640,075

 

(9) 諸　収　入       596,652       △3,157       593,495

 

 3)雑　　　入       596,300       △3,157       593,143

 

歳         入         合         計     8,478,148       △3,714     8,474,434
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2.   歳     出

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(1) 総　務　費       123,990         △557       123,433

 

 1)総務管理費       107,977         △557       107,420

 

(8) 保健事業費       105,451       △3,157       102,294

 

 1)特定健康診査等事業費        64,029       △3,157        60,872

 

歳         出         合         計     8,478,148       △3,714     8,474,434
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平成２５年度 

 

大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）事項別明細書 



 

歳 入

21-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

８
繰　入　金            640,632         △557       640,075

( 1)
他会計繰入金          640,632         △557       640,075

  1)
一般会計繰入金        640,632         △557       640,075

2.
職員給与費等繰入
金         △557

９
諸　収　入            596,652       △3,157       593,495

( 3)
雑　　　入            596,300       △3,157       593,143

  6)
雑　　　入            586,639       △3,157       583,482

1.
雑　　　入            △3,157

雑入

歳　　　入　　　合　　　計     8,478,148       △3,714     8,474,434

款  9 諸　収　入      項  3 雑　　　入      目  6 雑　　　入
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歳 出
款  1 総　務　費            

21-0001

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

  １総　務　費          123,990         △557       123,433                      △557

( 1)総務管理費          107,977         △557       107,420                      △557

  1)一般管理費          106,241         △557       105,684                      △557

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料                233        46,182
  3.職員手当等              △160        28,613
  4.共　済　費              △630        17,082

[ 1]人件費事業           91,877         △557        91,320                      △557

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料                233        46,182一般職

  3.職員手当等              △160        28,613扶養手当          △78
地域手当             4
児童手当         △120
期末手当            22
勤勉手当            12

  4.共　済　費              △630        17,082共済組合納付金

  ８保健事業費          105,451       △3,157       102,294                    △3,157

( 1)特定健康診査等
    事業費        64,029       △3,157        60,872                    △3,157

  1)特定健康診査等
    事業費        64,029       △3,157        60,872                    △3,157

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料            △1,361        10,571
  3.職員手当等            △1,231         5,725
  4.共　済　費              △565         3,840

[ 1]人件費事業           20,136       △3,157        16,979                    △3,157

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料            △1,361        10,571一般職
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 21-0002

  3.職員手当等            △1,231         5,725扶養手当         △312
地域手当          △50
通勤手当             6
児童手当         △120
期末手当         △511
勤勉手当         △244

  4.共　済　費              △565         3,840共済組合納付金

歳　出　合　計     8,478,148       △3,714     8,474,434                    △3,714

款  8 保健事業費      項  1 特定健康診査等事業費      目  1 特定健康診査等事業費
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給  与  費  明  細  書
２．一  般  職

（１）  総  括

給　料 職員手当等 計

人 千円 千円 千円 千円 千円

15 55,625 32,947 88,572 19,727 108,299

15 56,753 34,338 91,091 20,922 112,013

0 △ 1,128 △ 1,391 △ 2,519 △ 1,195 △ 3,714

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,146 1,704 1,056 648 4,576 752 684 1,380 13,825 7,176

1,536 1,750 1,056 648 4,576 746 684 1,620 14,314 7,408

△ 390 △ 46 0 0 0 6 0 △ 240 △ 489 △ 232

比　較

区  分 共済費 合   計職員数

補正後

補正前

給　　　与　　　費

扶養手当 住居手当地域手当

職員手当等
の内訳

区  分

補正後

補正前

比  較

超過勤務手当管理職手当 勤勉手当

備　　　　　　　　考

特殊勤務手当通勤手当 期末手当児童手当
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（２）給料及び職員手当等の増額の明細

区  分 増減額 説                明

千円 千円

給　　料 △ 1,128 人事異動に伴う増減分 △ 1,128 人事異動による増減

職員手当等 △ 1,391 人事異動に伴う増減分 △ 1,391 人事異動による増減 扶養手当 △ 390 千円 期末手当 △ 489 千円

地域手当 △ 46 千円 勤勉手当 △ 232 千円

通勤手当 6 千円

児童手当 △ 240 千円

増減事由別明細 備      　　　  考
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議案第６号 

 

   平成２５年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 平成２５年度大阪府泉南市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３，９３３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

 ４，３９９，００２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

 平成２５年９月５日提出 

 

                               泉南市長 向 井 通 彦 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

  

1.   歳     入

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

  

(3) 国庫支出金       925,046         3,151       928,197

  

 1)国庫負担金       753,686         3,151       756,837

  

(4) 支払基金交付金     1,178,716         5,204     1,183,920

  

 1)支払基金交付金     1,178,716         5,204     1,183,920

  

(5) 府支出金       585,957         2,507       588,464

  

 1)府負担金       568,495         2,507       571,002

  

(6) 繰　入　金       731,436         6,300       737,736

  

 1)他会計繰入金       665,736         6,300       672,036

  

(9) 繰　越　金        16,771        16,771

  

 1)繰　越　金        16,771        16,771

  

歳         入         合         計     4,365,069        33,933     4,399,002
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2.   歳     出

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

  

(1) 総　務　費       145,667         6,300       151,967

  

 1)総務管理費        98,010         6,300       104,310

  

(4) 基金積立金        96,565        22,040       118,605

  

 1)給付準備基金積立金        96,565        22,040       118,605

  

(5) 諸支出金         1,510         5,593         7,103

  

 2)雑支出金         5,593         5,593

  

歳         出         合         計     4,365,069        33,933     4,399,002
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平 成 ２５ 年 度 

 
大阪府泉南市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）事項別明細書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

歳 入

25-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

３
国庫支出金            925,046         3,151       928,197

( 1)
国庫負担金            753,686         3,151       756,837

  1)
介護給付費負担金       753,686         3,151       756,837

2.
過年度分                3,151

４
支払基金交付金      1,178,716         5,204     1,183,920

( 1)
支払基金交付金      1,178,716         5,204     1,183,920

  1)
介護給付費交付金     1,163,734         5,204     1,168,938

2.
過年度分                5,204

５
府支出金              585,957         2,507       588,464

( 1)
府負担金              568,495         2,507       571,002

  1)
介護給付費負担金       568,495         2,507       571,002

2.
過年度分                2,507

６
繰　入　金            731,436         6,300       737,736

( 1)
他会計繰入金          665,736         6,300       672,036

  1)
一般会計繰入金        665,736         6,300       672,036

4.
職員給与費等繰入
金         6,300

９
繰　越　金                          16,771        16,771

( 1)
繰　越　金                          16,771        16,771

  1)
繰　越　金                          16,771        16,771

1.
前年度繰越金           16,771

款  9 繰　越　金      項  1 繰　越　金      目  1 繰　越　金
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款  9 繰　越　金      項  1 繰　越　金      目  1 繰　越　金

25-0002

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

歳　　　入　　　合　　　計     4,365,069        33,933     4,399,002
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歳 出

25-0001

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

  １総　務　費          145,667         6,300       151,967                      6,300

( 1)総務管理費           98,010         6,300       104,310                      6,300

  1)一般管理費           98,010         6,300       104,310                      6,300

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料              3,471        48,605
  3.職員手当等              2,377        24,689
  4.共　済　費                452        16,155

[ 1]人件費事業           89,449         6,300        95,749                      6,300

節　　区　　分 金       額

  2.給　　　料              3,471        48,605一般職

  3.職員手当等              2,377        24,689扶養手当           252
地域手当           112
管理職手当            96
住居手当           224
通勤手当           180
児童手当           750
期末手当           456
勤勉手当           307

  4.共　済　費                452        16,155共済組合納付金           440
厚生会事業補給金            12

  ４基金積立金           96,565        22,040       118,605        22,040              

国庫支出金      
        3,151

支払基金交付金  
        5,204

府支出金        
        2,507

繰越金          
       11,178

款  4 基金積立金            
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款  4 基金積立金      項  1 給付準備基金積立金      

25-0002

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

( 1)給付準備基金積
    立金        96,565        22,040       118,605        22,040              

国庫支出金      
        3,151

支払基金交付金  
        5,204

府支出金        
        2,507

繰越金          
       11,178

  1)給付準備基金積
    立金        96,565        22,040       118,605        22,040              

国庫支出金      
        3,151

支払基金交付金  
        5,204

府支出金        
        2,507

繰越金          
       11,178

節　　区　　分 金       額

 25.積　立　金             22,040        96,565

[ 1]給付準備基金積
    立金事業        96,565        22,040       118,605        22,040              長寿社会推進課

国庫支出金      
        3,151

[過年度分        
        3,151]

支払基金交付金  
        5,204
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 25-0003

[過年度分        
        5,204]

府支出金        
        2,507

[過年度分        
        2,507]

繰越金          
       11,178

[前年度繰越金    
       11,178]

節　　区　　分 金       額

 25.積　立　金             22,040        96,565

  ５諸支出金              1,510         5,593         7,103         5,593              

繰越金          
        5,593

( 2)雑支出金                           5,593         5,593         5,593              

繰越金          
        5,593

  1)返　還　金                         5,593         5,593         5,593              

繰越金          
        5,593

節　　区　　分 金       額

 23.償還金、利子及び
    割引料         5,593              

[ 1]返還金事業                         5,593         5,593         5,593              長寿社会推進課

繰越金          
        5,593

[前年度繰越金    
        5,593]

款  5 諸支出金      項  2 雑支出金      目  1 返　還　金
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款  5 諸支出金      項  2 雑支出金      目  1 返　還　金

25-0004

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

節　　区　　分 金       額

 23.償還金、利子及び
    割引料         5,593              

地域支援予防事業国庫交付金返還金           141
地域支援包括・任意事業国庫交付金返還金        3,479
地域支援事業支援交付金返還金           164
地域支援予防事業府費交付金返還金            71
地域支援包括・任意事業府費交付金返還金        1,738

歳　出　合　計     4,365,069        33,933     4,399,002        27,633         6,300

国庫支出金      
        3,151

支払基金交付金  
        5,204

府支出金        
        2,507

繰越金          
       16,771

90



１．一  般  職

（１）  総  括

給　料 職員手当等 計

人 千円 千円 千円 千円 千円

19 63,474 33,096 96,570 20,031 116,601

18 60,003 30,719 90,722 19,579 110,301

1 3,471 2,377 5,848 452 6,300

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1,752 1,959 672 324 3,448 1,206 1,530 14,625 7,580

1,500 1,847 576 100 3,448 1,026 780 14,169 7,273

252 112 96 224 0 180 750 456 307

勤勉手当期末手当

備　　　　　　　　考

扶養手当 住居手当地域手当 超過勤務手当管理職手当 児童手当通勤手当

職員手当等
の内訳

区  分

補正後

補正前

比  較

給  与  費  明  細  書

比　較

区  分 共済費 合   計職員数

補正後

補正前

給　　　与　　　費
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（２）給料及び職員手当等の増額の明細

区  分 増減額 説                明

千円 千円 一般職員 任期付職員 計

13人 6人 19人

　 給　　料 3,471 人事異動に伴う増減分 3,471 人事異動による増減 12人 6人 18人
1人 ― 1人

職員手当等 2,377 人事異動に伴う増減分 2,377 人事異動による増減 扶養手当 252 千円 通勤手当 180 千円

地域手当 112 千円 児童手当 750 千円

管理職手当 96 千円 期末手当 456 千円

住居手当 224 千円 勤勉手当 307 千円

補正前
比 　較

増減事由別明細 備      　　　  考

職員の異動状況

補正後
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議案第７号 

 

   平成２５年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 平成２５年度大阪府泉南市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６，８９３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

 ６６０，２１５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出

予算補正」による。 

 

  平成２５年９月５日提出 

 

                               泉南市長 向 井 通 彦 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

 

1.   歳     入

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(5) 繰　越　金        16,893        16,893

 

 1)繰　越　金        16,893        16,893

 

歳         入         合         計       643,322        16,893       660,215
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2.   歳     出

 

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

（単位：千円）

 

(2) 後期高齢者医療広域連合納付金       613,369        16,264       629,633

 

 1)後期高齢者医療広域連合納付金       613,369        16,264       629,633

 

(3) 諸支出金         1,001           629         1,630

 

 1)償還金及び還付加算金         1,001           629         1,630

 

歳         出         合         計       643,322        16,893       660,215
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平成２５年度 

 

大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）事項別明細書 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

歳 入
款  5 繰　越　金            

56-0001

款　　項 目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　　分 金　　　額
説 明

（単位：千円）

５
繰　越　金                          16,893        16,893

( 1)
繰　越　金                          16,893        16,893

  1)
繰　越　金                          16,893        16,893

1.
前年度繰越金           16,893

歳　　　入　　　合　　　計       643,322        16,893       660,215
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歳 出

56-0001

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

  ２後期高齢者医療
    広域連合納付金       613,369        16,264       629,633        16,264              

繰越金          
       16,264

( 1)後期高齢者医療
    広域連合納付金       613,369        16,264       629,633        16,264              

繰越金          
       16,264

  1)後期高齢者医療
    広域連合納付金       613,369        16,264       629,633        16,264              

繰越金          
       16,264

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金        16,264       613,369

[ 1]後期高齢者医療
    広域連合納付事
    業       613,369        16,264       629,633        16,264              保険年金課

繰越金          
       16,264

[前年度繰越金    
       16,264]

節　　区　　分 金       額

 19.負担金、補助及び
    交付金        16,264       613,369

保険料等負担金

  ３諸支出金              1,001           629         1,630           629              

繰越金          
          629

( 1)償還金及び還付
    加算金         1,001           629         1,630           629              
款  3 諸支出金      項  1 償還金及び還付加算金      
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款  3 諸支出金      項  1 償還金及び還付加算金      

56-0002

款　項　目　事業 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一 般 財 源
説 明 補正前の額

（単位：千円）

繰越金          
          629

  1)保険料還付金          1,000           629         1,629           629              

繰越金          
          629

節　　区　　分 金       額

 23.償還金、利子及び
    割引料           629         1,000

[ 1]保険料還付事業         1,000           629         1,629           629              保険年金課

繰越金          
          629

[前年度繰越金    
          629]

節　　区　　分 金       額

 23.償還金、利子及び
    割引料           629         1,000

保険料還付金

歳　出　合　計       643,322        16,893       660,215        16,893              

繰越金          
       16,893
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議案第８号 

 

   平成２５年度泉南市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 平成２５年度泉南市の水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（収益的支出） 

第２条 平成２５年度泉南市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり

補正する。 

                        支     出 

                 既決予定額        補正予定額         計 

第１款 水道事業費用   １，５８０，６４０千円   △６，１１０千円   １，５７４，５３０千円 

  第１項   営業費用  １，４４３，５６８千円   △６，１１０千円   １，４３７，４５８千円 

（資本的支出） 

第３条 予算第４条中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２７１，７４０千円」を「資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額２７１，９０７千円」に、「当年度分損益勘定留保資金２５９，００９千円」を「当年度分損益勘

定留保資金２５９，１７６千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 

                      支     出 

                 既決予定額        補正予定額         計 

第１款  資本的支出     ６９４，４１３千円      １６７千円     ６９４，５８０千円 
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  第１項  建設改良費    ５２２，７９７千円      １６７千円     ５２２，９６４千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第８条の職員給与費「１９５，７７５千円」を「１８９，８３２千円」に補正する。 

 

平成２５年９月５日提出 

 

泉南市長 向 井 通 彦 
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平成25年度泉南市水道事業会計補正予算説明書

収益的支出の補正

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

1,580,640 △ 6,110 1,574,530

1， 営 業 費 用 1,443,568 △ 6,110 1,437,458

1， 原 水 及 び 浄 水 費 720,630 △ 873 719,757

2， 給 料 17,469 316 17,785 316

3， 手 当 30,982 △ 961 30,021 △ 312

△ 330

△ 2

△ 240

△ 52

△ 25

4， 法 定 福 利 費 6,516 △ 228 6,288 △ 228

3， 業 務 費 79,541 △ 1,157 78,384

2， 給 料 4,637 △ 796 3,841 給 料 △ 796

3， 手 当 2,955 12 2,967 132

△ 20

107

120

△ 216

△ 111

4， 法 定 福 利 費 1,663 △ 373 1,290 △ 373

（単位：千円）
備　　　　考

給 料

児 童 手 当

共 済 組 合 納 付 金

勤 勉 手 当

共 済 組 合 納 付 金

通 勤 手 当

扶 養 手 当

通 勤 手 当

地 域 手 当

款　　　　　項 目 節

B ， 水 道 事 業 費 用

住 居 手 当

期 末 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当

扶 養 手 当

児 童 手 当
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既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

4， 総 係 費 88,090 △ 4,080 84,010

2， 給 料 22,455 △ 1,412 21,043 △ 1,412

3， 手 当 15,812 △ 1,655 14,157 △ 570

△ 59

△ 25

△ 120

△ 581

△ 300

4， 法 定 福 利 費 8,555 △ 1,013 7,542 △ 1,013

1,580,640 △ 6,110 1,574,530

資本的支出の補正

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

694,413 167 694,580

1， 建 設 改 良 費 522,797 167 522,964

1， 事 務 費 70,427 167 70,594

2， 給 料 34,626 41 34,667 41

3， 手 当 21,476 551 22,027 60

3

480

△ 100

71

37

4， 法 定 福 利 費 12,371 △ 425 11,946 △ 425

694,413 167 694,580

款　　　　　項 目 節 備　　　　考

合　　　　　　　計

共 済 組 合 納 付 金

管 理 職 手 当

児 童 手 当

期 末 手 当

勤 勉 手 当

（単位：千円）
款　　　　　項 目 節 備　　　　考

D ， 資 本 的 支 出

給 料

扶 養 手 当

地 域 手 当

地 域 手 当

給 料

合　　　　　　　計

児 童 手 当

共 済 組 合 納 付 金

扶 養 手 当

期 末 手 当

通 勤 手 当

勤 勉 手 当
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給与費明細書

1.総　括
（単位：千円）

12 0

8 0

20 0

12 0

8 0

20 0

0 0

0 0

0 0

167

△ 2,039 △ 5,943

592 △ 425

△ 3,904

補正前

比較

資本勘定支弁職員

合　　計

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　　計 △ 2,0530 △ 1,851

34,626

75,576

41

0 87,718

0 551

0 △ 1,892

73,523

163,294

△ 4,496

54,100 107,192

159,390

121,192

20,110

11,946

30,442

68,640

189,832

18,496

56,102

△ 2,604

195,77532,481

21,476

127,302

12,371 68,473

△ 1,614 △ 6,110

一般職
（人）

その他
（人）

損益勘定支弁職員

職 員 数

区 分

損益勘定支弁職員

資本勘定支弁職員

合　　計

補正後

51,496

22,027

102,696

56,694

合　　計

給 与 費

給 料 手 当 計報 酬

法定福利費

0

51,200

34,667

85,867

0

0

0 53,092

0
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（単位：千円）

2.給料及び手当の増減額の明細

人事異動に伴う増減分給　料

管 理 職 手 当

扶 養 手 当

人事異動による増減△ 1,851 △ 1,851

△ 690

備　　　　　考

△ 330

（単位：千円）

12,103

△ 399

11,704

勤勉手当

654

324

住居手当扶養手当 地域手当 期末手当区分

管理職手当

2,496

特殊勤務手当

390

△ 340

児童手当

2,300

2,640

通勤手当

4,332

5,022

△ 690 △ 76 △ 778

2,785

22,860補正後

補正前

比　較

80

23,638

2,709

25,547

2,016

超勤手当

861

説　　　　　明

480 0

390

増　減　事　由　内　訳

25,547

0

781

区分

手当の内訳

補正後

比　較

補正前

区分

増　減　額

△ 1,851給 料

手　当
通 勤 手 当

△ 399勤 勉 手 当

期 末 手 当

△ 330

△ 778

児 童 手 当 △ 340

△ 76

80
△ 2,053 人事異動に伴う増減分 △ 2,053 人事異動による増減

住 居 手 当

480

地 域 手 当
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議案第９号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市一般会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第１０号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市樽井地区財産区会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第１１号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市狐池財産区会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 

111



議案第１２号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市信達市場（久堀池）

財産区会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第１３号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市馬場財産区会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第１４号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市男里財産区会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第１５号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市海営宮池財産区会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第１６号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市信達市場財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市信達市場財産区会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第１７号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市新家高野・野口（大掛）財産区会計歳入歳出決算認定に 
   ついて 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市新家高野・野口（大

掛）財産区会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 

123



議案第１８号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市幡代財産区会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第１９号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市信達岡中財産区会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第２０号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市信達岡中新池財産区

会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第２１号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第２２号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市下水道事業特別会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第２３号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４年度大阪府泉南市汚水処理施設管理特

別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第２４号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４度大阪府泉南市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第２５号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４度大阪府泉南市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第２６号 
 

   平成２４年度大阪府泉南市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定により、平成２４度大阪府泉南市公共用地取得事業特別

会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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議案第２７号 
 

   平成２４年度泉南市水道事業会計決算認定について 

 
 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定により、平成２４年度泉南市水道事業会計決算を別

紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付す。 
 
  平成２５年９月５日提出 
 
                               泉南市長 向 井 通 彦 
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